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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　監視区域に設置される警備装置と、前記警備装置から信号を受信する遠隔のセンタ装置
とを備える警備業務支援システムであって、
　前記警備装置は、
　監視区域に設置された検知器から、異常を検知したことを示す検知信号を受信する検知
信号受信部と、
　異常を検知した前記検知器の識別情報を含む異常信号を、前記センタ装置に送信する異
常信号送信部と、
を備え、
　前記センタ装置は、
　前記警備装置から送信された前記異常信号を受信する異常信号受信部と、
　前記監視区域の警備を行う利用者の携帯端末から送信された、当該利用者が当該監視区
域に所在しているか否かを示す状態情報を受信する状態情報受信部と、
　前記検知器の設置位置を前記検知器の識別情報に関連付けて設置位置情報として記憶す
る記憶部と、
　前記異常信号と前記設置位置情報に基づいて、異常を検知した前記検知器の設置位置を
特定する位置特定部と、
　前記状態情報に基づいて、前記利用者が前記監視区域に所在しているか否かを判断する
所在判断部と、
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　前記利用者が監視区域に所在していると判断される場合には、異常を検知した前記検知
器の設置位置を前記携帯端末へ送信することを許可し、前記利用者が前記監視区域に所在
していないと判断される場合には、異常を検知した前記検知器の設置位置を前記携帯端末
へ送信することを禁止する送信制御部と、
を備えることを特徴とする警備業務支援システム。
【請求項２】
　前記警備装置は、さらに、複数の警備モードが設定可能なモード設定部を備え、
　前記センタ装置の送信制御部は、前記利用者が監視区域に所在していると判断される場
合には、前記警備装置の警備モードが前回変更されてから現在までの間に異常を検知した
前記検知器の設置位置を前記携帯端末へ送信し、前記携帯端末の表示部に、前記異常を検
知した前記検知器の設置位置を検知順に表示させる、請求項１に記載の警備業務支援シス
テム。
【請求項３】
　前記センタ装置の記憶部は、さらに、前記検知器が異常を検知した時刻を示す時刻情報
を、当該異常を検知した前記検知器の識別情報に関連付けて記憶するとともに、前記監視
区域の図面情報を記憶し、
　前記センタ装置は、
　さらに、所定の時点において前記異常を検知した前記検知器の設置位置を前記監視区域
の図面情報に識別可能に重畳した検知位置画像を生成し、複数の時点の前記検知位置画像
を前記時刻情報に基づいて時系列に並べた動画情報を生成する動画情報生成部を備え、
　前記センタ装置の送信制御部は、前記利用者が監視区域に所在していると判断される場
合には、前記動画情報生成部により生成された前記動画情報を前記異常を検知した検知器
の設置位置として前記携帯端末に送信する、請求項１または２に記載の警備業務支援シス
テム。
【請求項４】
　前記動画情報生成部は、前記動画情報を、最新の検知位置画像を最終フレームとした動
画によるストリーミング映像として生成し、
　前記送信制御部は、前記携帯端末から過去の時点の検知位置画像について再生要求を受
け付けると、現時点を基準とした相対時間情報とともに前記再生要求のあった過去の時点
の検知位置画像を開始フレームとした前記ストリーミング映像を前記携帯端末に配信する
、請求項３に記載の警備業務支援システム。
【請求項５】
　監視区域に設置される警備装置であって、
　監視区域に設置された検知器から、異常を検知したことを示す検知信号を受信する検知
信号受信部と、
　前記監視区域の警備を行う利用者の携帯端末から送信された、当該利用者が当該監視区
域に所在しているか否かを示す状態情報を受信する状態情報受信部と、
　前記検知器の設置位置を前記検知器の識別情報に関連付けて設置位置情報として記憶す
る記憶部と、
　異常を検知した前記検知器の識別情報を含む異常信号と前記設置位置情報に基づいて、
異常を検知した前記検知器の設置位置を特定する位置特定部と、
　前記状態情報に基づいて、前記利用者が前記監視区域に所在しているか否かを判断する
所在判断部と、
　前記利用者が監視区域に所在していると判断される場合には、異常を検知した前記検知
器の設置位置を前記携帯端末へ送信することを許可し、前記利用者が前記監視区域に所在
していないと判断される場合には、異常を検知した前記検知器の設置位置を前記携帯端末
へ送信することを禁止する送信制御部と、
を備えることを特徴とする警備装置。
                                                                              
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、監視区域の異常に対処する利用者に異常についての情報を送信する機能を備
えた警備業務支援システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、警備システムに関して、異常が検知された監視区域のセンサ検知状態などを、警
備員（対処員）が携帯端末から確認できるようにして、警備員が発報場所に向かっている
間にもある程度現場の状況が分かるようにしたものが知られている（例えば、特許文献１
参照）。警備員が対処する前に原因などの情報を把握できるようにすることで、現場での
作業の効率化が可能になる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－２８４８６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の警備業務支援システムにおいては、監視区域の異常に対処する対
処員に異常についての情報を送信するタイミングについて特に考慮されていない。一般に
、異常に対処する対処員が現地に到着するまでは、検知した異常についての詳細な情報を
伝えることは、思い込みを排除する上で好ましくない。例えば、対処員が早い段階で詳細
な情報を得ることにより、異常の場所、程度、確度について思い込みを抱くと、侵入者な
どの緊急の脅威があり得る状況で油断や緊張感低下を招くおそれがある。
【０００５】
　本発明は、上記の課題に鑑みてなされたもので、監視区域の異常に対処する利用者に、
その異常についての情報を適切なタイミングで送信することのできる警備業務支援システ
ムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の警備業務支援システムは、監視区域に設置される警備装置と、前記警備装置か
ら信号を受信する遠隔のセンタ装置とを備える警備業務支援システムであって、前記警備
装置は、監視区域に設置された検知器から、異常を検知したことを示す検知信号を受信す
る検知信号受信部と、異常を検知した前記検知器の識別情報を含む異常信号を、前記セン
タ装置に送信する異常信号送信部と、を備え、前記センタ装置は、前記警備装置から送信
された前記異常信号を受信する異常信号受信部と、前記監視区域の警備を行う利用者の携
帯端末から送信された、当該利用者が当該監視区域に所在しているか否かを示す状態情報
を受信する状態情報受信部と、前記検知器の設置位置を前記検知器の識別情報に関連付け
て設置位置情報として記憶する記憶部と、前記異常信号と前記設置位置情報に基づいて、
異常を検知した前記検知器の設置位置を特定する位置特定部と、前記状態情報に基づいて
、前記利用者が前記監視区域に所在しているか否かを判断する所在判断部と、前記利用者
が監視区域に所在していると判断される場合には、異常を検知した前記検知器の設置位置
を前記携帯端末へ送信することを許可し、前記利用者が前記監視区域に所在していないと
判断される場合には、異常を検知した前記検知器の設置位置を前記携帯端末へ送信するこ
とを禁止する送信制御部と、を備えている。
【０００７】
　この構成により、利用者が監視区域に所在している場合には、異常を検知した検知器の
設置位置の情報が利用者の携帯端末へ送信される。一方、利用者が監視区域に所在してい
ない場合には、異常を検知した検知器の設置位置の情報が利用者の携帯端末へ送信されな
い。このようにして、携帯端末の利用者の状態（監視区域に所在しているか否か）に応じ
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て、異常を検知した検知器の設置位置の情報を携帯端末に送信するか否かを決定すること
ができる。本発明では、利用者が監視区域に所在していることを条件に、異常を検知した
検知器の設置位置の情報が利用者の携帯端末に送信される。これにより、利用者の状態（
監視区域に所在しているか否か）に応じた適切なタイミングで情報送信が可能になる。
【０００８】
　また、本発明の警備業務支援システムでは、前記警備装置は、さらに、複数の警備モー
ドが設定可能なモード設定部を備え、前記センタ装置の送信制御部は、前記利用者が監視
区域に所在していると判断される場合には、前記警備装置の警備モードが前回変更されて
から現在までの間に異常を検知した前記検知器の設置位置を前記携帯端末へ送信し、前記
携帯端末の表示部に、前記異常を検知した前記検知器の設置位置を検知順に表示させても
よい。
【０００９】
　この構成により、警備装置の警備モードが前回変更されてから現在までの間に異常を検
知した検知器の設置位置が、携帯端末へ送信される。そして、携帯端末の表示部に、その
異常を検知した検知器の設置位置が検知順に表示される。このようにして、より必要度の
高い情報（最近異常を検知した検知器の設置位置の情報）が携帯端末へ送信され、携帯端
末の表示部に分かりやすく（異常を検知した順に）表示される。これにより、利用者は異
常の発生（異常の検知）の流れを容易に把握することができる。
【００１０】
　また、本発明の警備業務支援システムでは、前記センタ装置の記憶部は、さらに、前記
検知器が異常を検知した時刻を示す時刻情報を、当該異常を検知した前記検知器の識別情
報に関連付けて記憶するとともに、前記監視区域の図面情報を記憶し、前記センタ装置は
、さらに、所定の時点において前記異常を検知した前記検知器の設置位置を前記監視区域
の図面情報に識別可能に重畳した検知位置画像を生成し、複数の時点の前記検知位置画像
を前記時刻情報に基づいて時系列に並べた動画情報を生成する動画情報生成部を備え、前
記センタ装置の送信制御部は、前記利用者が監視区域に所在していると判断される場合に
は、前記動画情報生成部により生成された前記動画情報を前記異常を検知した検知器の設
置位置として前記携帯端末に送信してもよい。
【００１１】
　この構成により、センタ装置で、異常を検知した検知器の設置位置が監視区域の図面情
報に識別可能に重畳された検知位置画像を時系列に並べた動画情報が生成され、利用者が
監視区域に所在している場合に、その動画情報が利用者の携帯端末へ送信される。この動
画情報により、利用者は異常の発生（異常の検知）の流れを容易に把握することができる
。
【００１２】
　また、本発明の警備業務支援システムでは、前記動画情報生成部は、前記動画情報を、
最新の検知位置画像を最終フレームとした動画によるストリーミング映像として生成し、
前記送信制御部は、前記携帯端末から過去の時点の検知位置画像について再生要求を受け
付けると、現時点を基準とした相対時間情報とともに前記再生要求のあった過去の時点の
検知位置画像を開始フレームとした前記ストリーミング映像を前記携帯端末に配信しても
よい。
【００１３】
　この構成により、センタ装置では、最新の検知位置画像を最終フレームとしたストリー
ミング映像が生成される。そして、携帯端末から過去の時点の検知位置画像について再生
要求を受け付けると、現時点を基準とした相対時間情報とともに、携帯端末から再生要求
のあった過去の時点の検知位置画像を開始フレームとしたストリーミング映像が携帯端末
に配信される。このストリーミング映像の配信（ストリーミング配信）により、利用者は
異常の発生（異常の検知）の流れを容易に把握することができる。
【００１４】
　本発明の警備装置は、監視区域に設置される警備装置であって、監視区域に設置された
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検知器から、異常を検知したことを示す検知信号を受信する検知信号受信部と、前記監視
区域の警備を行う利用者が当該監視区域に所在しているか否かを示す状態情報を受信する
状態情報受信部と、前記検知器の設置位置を前記検知器の識別情報に関連付けて設置位置
情報として記憶する記憶部と、前記異常信号と前記設置位置情報に基づいて、異常を検知
した前記検知器の設置位置を特定する位置特定部と、前記状態情報に基づいて、前記利用
者が前記監視区域に所在しているか否かを判断する所在判断部と、前記利用者が監視区域
に所在していると判断される場合には、異常を検知した前記検知器の設置位置を前記携帯
端末へ送信することを許可し、前記利用者が前記監視区域に所在していないと判断される
場合には、異常を検知した前記検知器の設置位置を前記携帯端末へ送信することを禁止す
る送信制御部と、を備えている。
【００１５】
　この警備装置によっても、上記のシステムと同様に、利用者が監視区域に所在している
場合には、異常を検知した検知器の設置位置の情報が利用者の携帯端末へ送信される。一
方、利用者が監視区域に所在していない場合には、異常を検知した検知器の設置位置の情
報が利用者の携帯端末へ送信されない。このようにして、携帯端末の利用者の状態（監視
区域に所在しているか否か）に応じて、異常を検知した検知器の設置位置の情報を携帯端
末に送信するか否かを決定することができる。本発明では、利用者が監視区域に所在して
いることを条件に、異常を検知した検知器の設置位置の情報が利用者の携帯端末に送信さ
れる。これにより、利用者の状態（監視区域に所在しているか否か）に応じた適切なタイ
ミングで情報送信が可能になる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、監視区域の異常に対処する利用者に、その異常についての情報を適切
なタイミングで送信することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施の形態における警備業務支援システムの概略構成図である。
【図２】本発明の実施の形態における警備装置のブロック図である。
【図３】本発明の実施の形態におけるセンタ装置、携帯端末のブロック図である。
【図４】本発明の実施の形態における携帯端末の画面の一例（メニュー画面）を示す図で
ある。
【図５】本発明の実施の形態における携帯端末の画面の一例（行動情報入力画面）を示す
図である。
【図６】本発明の実施の形態における携帯端末の画面の一例（支援情報画面）を示す図で
ある。
【図７】本発明の実施の形態における携帯端末の画面の一例（対処支援情報画面）を示す
図である。
【図８】本発明の実施の形態におけるセンタ装置の動作（異常信号受信時の動作）を示す
フロー図である。
【図９】本発明の実施の形態におけるセンタ装置の動作（行動情報受信時の動作）を示す
フロー図である。
【図１０】他の実施の形態における警備装置のブロック図である。
【図１１】他の実施の形態における警備装置の動作を示すフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態の警備業務支援システムについて、図面を用いて説明する。
本実施の形態では、施設や邸宅の警備等に用いられる警備業務支援システムの場合を例示
する。
【００１９】
　本発明の実施の形態の警備業務支援システムの構成を、図面を参照して説明する。図１
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は、本実施の形態の警備業務支援システムの概略構成を示す図である。図１に示すように
、警備業務支援システム１は、施設や邸宅などの監視区域に設置される警備装置２と、遠
隔の監視センタに設置されるセンタ装置３を備えている。警備装置２は、ネットワーク４
（公衆回線網やインターネット網）を介してセンタ装置３と通信する。また、監視区域で
発生した異常に対処する対処員（監視区域の警備を行う利用者）は、携帯端末５を所持し
ている。センタ装置３は、ネットワーク４および基地局６を介して携帯端末５と無線通信
する。
【００２０】
　また、図１に示すように、監視区域の各所には、監視区域における異常を検知するため
の防犯センサ７が設置されている。防犯センサ７は、警備装置２に接続されている。防犯
センサ７には、監視区域の建物内に設置される屋内設置のセンサと、庭などの監視区域の
建物外に設置される屋外設置のセンサとが含まれる。屋内設置のセンサとしては、例えば
、窓や扉が開いたことを検知するセンサや、室内の移動体を検知するセンサなどが含まれ
る。また、屋外設置のセンサとしては、例えば、移動体を検知するセンサなどが含まれる
。防犯センサ７は、検知対象の事象となる異常を検知すると自己の識別情報を含む検知信
号を警備装置２に送信する。防犯センサ７と警備装置２との間の通信は、有線または無線
で行われる。
【００２１】
　警備装置２から監視センタのセンタ装置３へ異常発生の通報が行われると、センタ装置
３にてこの情報が管制員などに対して報知される。そして、監視センタから対処員に対し
て当該監視区域に急行して異常に対処する旨の「対処」の指示が送られる。対処員は、監
視センタとの連絡や連携をとりながら、施設や邸宅で発生した異常（不審者の侵入、火災
の発生など）に対処する。
【００２２】
　ここで、図２および図３を参照しながら、警備装置２、センタ装置３、携帯端末５の構
成について詳しく説明する。まず、図２を参照して警備装置２の構成について説明する。
図２に示すように、警備装置２は、操作部２０、通信部２１、表示部２２、入出力部２３
、記憶部２４、制御部２５を備えている。
【００２３】
　操作部２０は、警備装置２の動作モード（警備セットモードや警備解除モードなど。後
述する）を設定するために操作される。また、操作部２０は、対処員や対処員以外の監視
区域の利用者である一般利用者（以降、対処員と一般利用者とをあわせて「利用者」とい
うことがある）の認証情報を読み取る機能を備えている。認証情報を読み込ませて利用者
を照合すると、操作入力が許容される。この操作部２０は、タッチパネルなどで構成して
もよい。
【００２４】
　通信部２１は、センタ装置３と通信するための機能を備えている。通信部２１は、警備
装置２とセンタ装置３を接続するための通信インターフェースである。上述のように、警
備装置２とセンタ装置３は、ネットワーク４としての公衆回線網やインターネット網を介
して接続される。
【００２５】
　表示部２２は、利用者に対して操作のガイドなどを出力する機能を備えている。表示部
２２は、液晶ディスプレイ、表示灯、スピーカなどにより構成することができる。表示部
２２は、操作部２０の近傍に設置されるか、あるいは操作部２０と一体的に設置される。
表示部２２により、操作のガイドやメニュー表示が行われる。操作のガイド等は、スピー
カからの音声報知で行われても良い。
【００２６】
　入出力部２３は、防犯センサ７などの周辺機器が接続されるインタフェースとしての機
能を備えている。入出力部２３は、監視区域において監視すべき区域となる建物の内／外
の適宜な場所に配置された扉の開閉を検出するマグネットセンサや赤外線にて人体を検出
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する赤外線センサなどの防犯センサ、煙感知器や熱感知器などの火災センサ、一般利用者
に操作される非常ボタンなどと接続される。入出力部２３は、各種センサから疎通信号や
検知信号を受信する通信インターフェースである。各種センサにはそれぞれ固有の識別番
号が付与されており、検知信号にはこの識別番号（ＩＤ番号）が含まれる。
【００２７】
　記憶部２４は、センサ情報や異常履歴などを記憶している。センサ情報は、各種センサ
のＩＤ番号毎にセンサの種類およびセンサの設置位置を対応付けた情報である。異常履歴
は、警備セットモードおよび点検モードに設定されているときに防犯センサ７から検知信
号を受信した履歴であり、防犯センサ７の識別情報と受信時刻の情報が含まれる。また、
記憶部２４は、動作モードが設定されるたびに、設定時刻と設定した利用者の情報と設定
された動作モードの情報を、動作モード履歴として記憶する。
【００２８】
　制御部２５は、警備装置２の各種制御を行う機能を有している。この場合、制御部２５
は、モード設定部２５０、検知信号受信部２５１、異常判定部２５２、異常信号送信部２
５３を備えている。
【００２９】
　モード設定部２５０は、利用者の操作により、警備装置２の動作モードを設定する。警
備装置２の動作モードとしては、少なくとも、警備セットモードと、警備解除モードと、
点検モードとの３つが設定可能である。一般利用者は、警備セットモードと警備解除モー
ドを設定できる。点検モードは、対処員によって設定される。警備セットモードとは、防
犯センサ７から検知信号が入力されると、監視区域の異常検出と判定して、センタ装置３
に異常通報するモードである。また、警備解除モードとは、防犯センサ７から検知信号が
入力されても、監視区域の異常検出とせず、異常通報しないモードをいう。なお、火災セ
ンサ、非常ボタンによる検知信号は常時監視されており、警備セットモードと警備解除モ
ードの何れのモードであっても異常通報される。一般利用者は、監視区域から出るとき（
例えば、外出するとき）に操作部２０を操作して警備セットモードを設定し、監視区域に
入るとき（例えば、帰宅するとき）に操作部２０を操作して警備解除モードを設定する。
【００３０】
　なお、点検モードとは、警備対象に異常が発生したとき、あるいは警備対象に点検の必
要性が生じたときなどに対処員が点検中であることを示すモードである。点検モードに設
定されると、警備装置２は防犯センサ７から検知信号が入力されるとこれを異常履歴とし
て記憶部２４に記憶する。点検モード中は、対処員が防犯センサ７に接近することもある
ため防犯センサ７から検知信号が入力されてもセンタ装置３に異常通報はしない。なお、
異常としてではなく、点検モード時のセンサ検知情報としてセンタ装置３に通知するよう
にしてもよい。また、防犯センサ７から検知信号が入力されたことを対処員が所持する携
帯端末５に通知してもよい。
【００３１】
　検知信号受信部２５１は、監視区域に設置された防犯センサ７から、異常を検知したこ
とを示す検知信号を受信する機能を備えており、異常判定部２５２は、検知信号受信部２
５１が受信した検知信号に基づいて、監視区域における異常（火災発生や不審者侵入など
）を検知する機能を備えている。例えば、検知信号受信部２５１が防犯センサ７から検知
信号を受信すると、異常判定部２５２は、現在の動作モード及び記憶部２４のセンサ情報
に基づいて異常の有無を判定する。異常判定部２５２は、警備セットモードに設定されて
いるときに、各種センサの何れかから検知信号を受信すると異常と判定し、警備解除モー
ドに設定されているときには、火災センサ、非常ボタンの何れかから検知信号を受信する
と異常と判定する。
【００３２】
　異常信号送信部２５３は、異常を検知した防犯センサ７の識別情報を含む異常信号を、
通信部２１からセンタ装置３に送信する機能を備えている。例えば、検知信号受信部２５
１が防犯センサ７から検知信号を受信して異常判定部２５２にて異常と判定されるごとに
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、異常信号送信部２５３は、その防犯センサ７（異常を検知した防犯センサ７）の識別情
報を含む異常信号をセンタ装置３に送信する。また、異常信号送信部２５３は、異常判定
部２５２にて異常と判定されたとき、予め定められた所定の送信タイミングで定期的に、
防犯センサ７（異常を検知した防犯センサ７）の識別情報を含む異常信号をセンタ装置３
に送信してもよい。
【００３３】
　図３に示すように、センタ装置３は、通信部３０、表示部３１、操作部３２、記憶部３
３、制御部３４を備えている。例えば、センタ装置３は、サーバ装置やパーソナルコンピ
ュータなどで構成され、管制員によって操作される。また、携帯端末５は、通信部５０、
タッチパネル５１を備えている。例えば、携帯端末５は、スマートフォンなどで構成され
、対処員によって操作される。この場合、タッチパネル５１が、携帯端末５の表示部と操
作部として機能する。
【００３４】
　ここで、センタ装置３の各構成について詳しく説明する。通信部３０は、警備装置２お
よび携帯端末５と通信する機能を備えている。表示部３１は、例えば表示モニタなどであ
り、操作部３２は、例えばキーボードやマウスなどである。また、記憶部３３は、大容量
メモリやデータベース装置などで構成される。
【００３５】
　記憶部３３には、監視区域に設置されている各防犯センサ７の設置位置が、それぞれの
防犯センサ７の識別情報に関連付けられて、予め設置位置情報として記憶されている。ま
た、この記憶部３３には、警備装置２から受信した防犯センサ７が異常を検知した時刻を
示す時刻情報が、その異常を検知した防犯センサ７の識別情報に関連付けて記憶されてい
る。さらに、この記憶部３３には、監視区域の平面図（施設のエリアマップや邸宅のフロ
アマップなど）が予め図面情報として記憶されている。
【００３６】
　制御部３４は、異常信号受信部３４０、状態情報受信部３４１、位置特定部３４２、所
在判断部３４３、送信制御部３４４、動画情報生成部３４５を備えている。
【００３７】
　異常信号受信部３４０は、警備装置２から送信された異常信号を受信する機能を備えて
いる。上述のように、この異常信号には、異常を検知した防犯センサ７の識別情報が含ま
れている。
【００３８】
　状態情報受信部３４１は、対処員の携帯端末５から送信された状態情報を受信する機能
を備えている。状態情報は、対処員が監視区域に所在しているか（到着しているか）否か
を示す情報であり、例えば、対処員が携帯端末５を操作することによって入力され、セン
タ装置に送信される。図４には、携帯端末５のメニュー画面の例が示される。図４に示す
ように、携帯端末５のメニュー画面には、各種のメニュー項目ボタンが表示される。それ
らのメニュー項目ボタンのうち「行動情報入力」ボタンを対処員がタップ操作（選択操作
）すると、図５に示すような行動情報入力画面が表示される。この行動情報入力画面で、
対処員は「対処施設、行動内容、現状態、補足情報」などの各種の行動情報を入力するこ
とができる。
【００３９】
　「対処施設」には、監視センタから「対処」の指示を受けたときに、これから対処員が
向かう監視区域の名称などが入力される。「対処施設」は、通常、センタからの対処指示
に応じて自動的に入力される。「行動内容」は、対処員が行う行動の内容を示す情報であ
り、例えば「異常対処、保守点検、巡回、お客様対応、災害対応、工事、事務作業、状況
確認」などが入力される。「現状態」は、対処員の現在の状態を示す情報であり、例えば
「到着、出発、休憩中」などが含まれる。この「現状態」が状態情報に相当する。「補足
情報」には、例えば「車両移動、徒歩移動」など、その他の補足情報が入力される。
【００４０】
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　位置特定部３４２は、異常信号受信部３４０で受信した異常信号と、記憶部３３に記憶
されている設置位置情報に基づいて、異常を検知した防犯センサ７の設置位置を特定する
機能を備えている。例えば、位置特定部３４２は、異常信号受信部３４０で受信した異常
信号から、異常を検知した防犯センサ７の識別情報を抽出し、その識別情報をキーとして
設置位置情報からその防犯センサ７の設置位置を特定する。
【００４１】
　所在判断部３４３は、状態情報受信部３４１が受信した状態情報に基づいて、対処員が
監視区域に所在しているか（到着しているか）否かを判断する。例えば、行動情報入力画
面で対処員が入力した「現状態」が「到着」であれば、その対処員が監視区域に所在して
いると判断する。一方、、行動情報入力画面で対処員が入力した「現状態」が「出発」や
「休憩中」であれば、その対処員が監視区域に所在していないと判断する。
【００４２】
　送信制御部３４４は、所在判断部３４３により対処員が監視区域に所在していると判断
された場合には、異常を検知した防犯センサ７の設置位置をその対処員の携帯端末５へ送
信することを許可する。一方、送信制御部３４４は、所在判断部３４３により対処員が監
視区域に所在していないと判断された場合には、異常を検知した防犯センサ７の設置位置
をその対処員の携帯端末５へ送信することを禁止する。
【００４３】
　例えば、図４に示した携帯端末５のメニュー画面で「支援情報」ボタンを対処員がタッ
プ操作（選択操作）すると、図６に示すような支援情報画面が表示される。この支援情報
画面で「対処支援情報を確認」ボタンを対処員がタップ操作（選択操作）すると、図７に
示すような対処支援情報画面が表示され、対処員は異常を検知した防犯センサ７の設置位
置を平面図上、あるいは設置位置の名称により確認することができる。ただし、本実施の
形態では、所在判断部３４３により対処員が監視区域に所在していないと判断されると、
「対処支援情報を確認」ボタンが非アクティブ（非活性による選択不可）とされ、対処支
援情報画面が表示されないようになっており、所在判断部３４３により対処員が監視区域
に所在していると判断されると、「対処支援情報を確認」ボタンがアクティブ（活性化さ
れ選択可）とされ、対処支援情報画面を表示することができるようになる。
【００４４】
　送信制御部３４４は、所在判断部３４３により対処員が監視区域に所在していると判断
された場合に、警備装置２の警備モードが前回変更（警備解除モードから警備セットモー
ドへ変更）されてから現在までの間に異常を検知した防犯センサ７の設置位置を携帯端末
５へ送信してもよい。そうすると、携帯端末５のタッチパネルに、異常を検知した防犯セ
ンサ７の設置位置が検知順に表示することができる。例えば、図７の対処支援情報画面の
例では、画面下部のフレームに、異常を検知した防犯センサ７の設置位置の名称が検知順
に表示される。これにより、対処員は、検知された異常の履歴（何時、何処で異常が検知
されたか）を時系列に沿って確認することができる。
【００４５】
　動画情報生成部３４５は、所定の時点において異常を検知した防犯センサ７の設置位置
を監視区域の図面情報に識別可能に重畳した検知位置画像を生成し、複数の時点の検知位
置画像を時刻情報に基づいて時系列に並べた動画情報を生成する機能を備えている。そし
て、送信制御部３４４は、所在判断部３４３により対処員が監視区域に所在していると判
断された場合には、この動画情報を携帯端末５に送信することが可能である。
【００４６】
　この場合、動画情報生成部３４５は、上記の動画情報を、最新の検知位置画像を最終フ
レームとした動画によるストリーミング映像として生成する機能も備えている。そして、
送信制御部３４４は、携帯端末５から過去の時点の検知位置画像について再生要求を受け
付けると、現時点を基準とした相対時間情報（タイムバー）とともに再生要求のあった過
去の時点の検知位置画像を開始フレームとしたストリーミング映像を携帯端末５に配信す
ることが可能である。
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【００４７】
　例えば、図７の対処支援情報画面の例では、画面中央のフレームに、現在（時刻１０：
５１）の検知位置画像を最終フレームとし、携帯端末５から再生要求のあった過去の時点
（時刻１０：４６）の検知位置画像を開始フレームとしたストリーミング映像が表示され
ている。そして、画面中央のフレーム下部には、現時点（時刻１０：５１）を基準（０：
００）とした過去の時点（－５：００、すなわち時刻１０：４６）までの相対時間情報（
タイムバー）が表示されている。このタイムバーを操作することで、ストリーミング映像
の再生要求となり、携帯端末５から当該時点の検知位置画像がセンタ装置に要求される。
【００４８】
　以上のように構成されたセンタ装置３について、図８および図９のフロー図を参照して
その動作を説明する。
【００４９】
　まず、図８を参照して、センタ装置３が異常信号を受信したときの動作について説明す
る。図８に示すように、センタ装置３は、警備装置２から異常信号を受信すると（Ｓ１）
、受信した異常信号に含まれる識別情報に基づいて、対象の監視区域と異常を検知した防
犯センサ７を特定し（Ｓ２）、防犯センサ７が異常を検知した時刻情報とともに検知履歴
として記憶部３３に記憶する（Ｓ３）。
【００５０】
　つぎに、センタ装置３は、異常信号と設置位置情報と図面情報に基づいて、異常を検知
した防犯センサ７の設置位置を図面上で特定する（Ｓ４）。そして、現在の検知位置（現
在、異常を検知している防犯センサ７）を識別可能な図面画像を最新フレームとした動画
情報（ストリーミング映像）を生成する（Ｓ５）。例えば、図７の対処支援情報画面の例
では、現在の検知位置が点滅した丸印で識別可能にプロット表示されている。なお、図７
の例では、異常を検知した防犯センサ７が着色された丸印でプロット表示されており、検
知から時間が経った防犯センサ７は、その着色の度合いが徐々に薄くなるように表示され
ている。
【００５１】
　その後、警備装置２が防犯センサ７から新たな検知信号を受信すると（Ｓ６）、センタ
装置３は、上記の処理（Ｓ３～Ｓ５）を繰り返して、最新の動画情報を作成する。そして
、センタ装置３は、異常が復旧して、警備装置２の警備モードが警備セットモードから警
備解除モードに設定されたら（Ｓ７）、この処理を終了する。
【００５２】
　つぎに、図９を参照して、センタ装置３が状態情報を受信したときの動作について説明
する。図９に示すように、センタ装置３は、携帯端末５から状態情報（現状態）を受信す
ると（Ｓ１０）、その状態情報に基づいて、その対処員の現状態が到着（監視区域に所在
している）であるか否かを判断する（Ｓ１１）。対処員が監視区域に所在している場合に
は、異常を検知した防犯センサ７の設置位置を携帯端末５へ送信することを許可（送信禁
止を解除）して（Ｓ１２）、例えば、ＷＥＢサーバ上の異常対処の支援ページへの携帯端
末５からのアクセスを許可する（Ｓ１３）。そして、そのＷＥＢサーバ上の異常対処の支
援ページに、現在の検知位置を識別可能な図面画像を最新フレームとした動画情報（スト
リーミング映像）を配信する（Ｓ１４）。
【００５３】
　その後、センタ装置３は、対処員の現状態に変化があるか、すなわち、監視区域に所在
していないに変化したか否かを判断するとともに（Ｓ１５）、異常が復旧したか、すなわ
ち、警備装置２の警備モードが警備セットモードから警備解除モードに設定されたか否か
を判断する（Ｓ１６）。そして、対処員の現状態に変化があった場合には、異常を検知し
た防犯センサ７の設置位置を携帯端末５へ送信することを禁止する（Ｓ１７）。また、対
処員の現状態に変化がない場合でも、異常が復旧した場合には、異常を検知した防犯セン
サ７の設置位置を携帯端末５へ送信することを禁止する（Ｓ１７）。
【００５４】



(11) JP 6599261 B2 2019.10.30

10

20

30

40

50

　このような本実施の形態の警備業務支援システム１によれば、対処員が監視区域に所在
している場合には、異常を検知した防犯センサ７の設置位置の情報が対処員の携帯端末５
へ送信される。一方、対処員が監視区域に所在していない場合には、異常を検知した防犯
センサ７の設置位置の情報が対処員の携帯端末５へ送信されない。このようにして、対処
員の状態（監視区域に所在しているか否か）に応じて、異常を検知した防犯センサ７の設
置位置の情報を携帯端末５に送信するか否かを決定することができる。一般に、異常に対
処する対処員が現地に到着するまでは、検知した異常についての詳細な情報を伝えること
は、思い込みを排除する上で好ましくない。例えば、対処員が早い段階で詳細な情報を得
ることにより、異常の場所、程度、確度について対処員が思い込みを抱くと、侵入者など
の緊急の脅威があり得る状況で油断や緊張感低下を招くおそれがある。
【００５５】
　本実施の形態によれば、対処員が監視区域に所在していることを条件に、異常を検知し
た防犯センサ７の設置位置の情報が対処員の携帯端末５に送信される。これにより、対処
員の状態（監視区域に所在しているか否か）に応じた適切なタイミングで情報送信が可能
になる。現場外で情報送信することによる情報が外部に漏えいすることを防止できるとと
もに、適切なタイミングで対処員に情報開示でき、情報がないまま対処することによる不
安全さを解消して、対処員の身の安全を確保することが可能になる。
【００５６】
　また、本実施の形態では、警備装置２の警備モードが前回変更（警備解除モードから警
備セットモードへ変更）されてから現在までの間に異常を検知した防犯センサ７の設置位
置が、携帯端末５へ送信される。そして、携帯端末５の画面に、その異常を検知した防犯
センサ７の設置位置が検知順に表示される。このようにして、より必要度の高い情報（最
近異常を検知した防犯センサ７の設置位置の情報）が携帯端末５へ送信され、携帯端末５
の画面に分かりやすく（異常を検知した順に）表示される。これにより、対処員は異常の
発生（異常の検知）の流れを容易に把握することができる。
【００５７】
　また、本実施の形態では、センタ装置３で、異常を検知した防犯センサ７の設置位置が
監視区域の図面情報に識別可能に重畳された検知位置画像を時系列に並べた動画情報が生
成され、対処員が監視区域に所在している場合に、その動画情報が対処員の携帯端末５へ
送信される。この動画情報により、対処員は異常の発生（異常の検知）の流れを容易に把
握することができる。
【００５８】
　また、本実施の形態では、センタ装置３で、最新の検知位置画像を最終フレームとした
ストリーミング映像が生成される。そして、携帯端末５から過去の時点の検知位置画像に
ついて再生要求を受け付けると、現時点を基準とした相対時間情報とともに、携帯端末５
から再生要求のあった過去の時点の検知位置画像を開始フレームとしたストリーミング映
像が携帯端末５に配信される。このストリーミング映像の配信（ストリーミング配信）に
より、対処員は異常の発生（異常の検知）の流れを容易に把握することができる。
【００５９】
　以上、本発明の実施の形態を例示により説明したが、本発明の範囲はこれらに限定され
るものではなく、請求項に記載された範囲内において目的に応じて変更・変形することが
可能である。
【００６０】
　例えば、動画情報（ストリーミング映像）を生成して携帯端末５へ配信する機能を、警
備装置２が備えてもよい。その場合、例えば、図１０に示すように、警備装置２の制御部
２５が、状態情報受信部２５４、位置特定部２５５、所在判断部２５６、送信制御部２５
７、動画情報生成部２５８を備えていればよい。状態情報は、センタ装置３を経由して取
得してよい。これらの状態情報受信部２５４、位置特定部２５５、所在判断部２５６、送
信制御部２５７、動画情報生成部２５８の機能は、上述した状態情報受信部３４１、位置
特定部３４２、所在判断部３４３、送信制御部３４４、動画情報生成部３４５と同様であ
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る。
【００６１】
　また、この場合、警備装置２の記憶部２４に、監視区域に設置されている各防犯センサ
７の設置位置が、それぞれの防犯センサ７の識別情報に関連付けられて、予め設置位置情
報として記憶されている。また、この記憶部２４に、防犯センサ７が異常を検知した時刻
を示す時刻情報が、その異常を検知した防犯センサ７の識別情報に関連付けて記憶されて
いる。さらに、この記憶部２４に、監視区域の平面図（施設のエリアマップや邸宅のフロ
アマップなど）が予め図面情報として記憶されている。
【００６２】
　このような警備装置２について、図１１のフロー図を参照してその動作を説明する。警
備装置２は、防犯センサ７から検知信号を受信して異常と判定すると（Ｓ２０）、受信し
た検知信号に含まれる識別情報に基づいて、対象の監視区域と異常を検知した防犯センサ
７を特定し（Ｓ２１）、防犯センサ７が異常を検知した時刻情報とともに検知履歴として
記憶部２４に記憶する（Ｓ２２）。
【００６３】
　つぎに、警備装置２は、異常信号と設置位置情報と図面情報に基づいて、異常を検知し
た防犯センサ７の設置位置を図面上で特定する（Ｓ２３）。そして、現在の検知位置（現
在、異常を検知している防犯センサ７）を識別可能な図面画像を最新フレームとした動画
情報（ストリーミング映像）を生成する（Ｓ２４）。例えば、図７の対処支援情報画面の
例では、現在の検知位置が点滅した丸印で識別可能にプロット表示されている。なお、図
７の例では、異常を検知した防犯センサ７が着色された丸印でプロット表示されており、
検知から時間が経った防犯センサ７は、その着色の度合いが徐々に薄くなるように表示さ
れている。
【００６４】
　その後、防犯センサ７から新たな検知信号を受信すると（Ｓ２５）、警備装置２は、上
記の処理（Ｓ２２～Ｓ２４）を繰り返して、最新の動画情報を作成する。そして、警備装
置２は、携帯端末５から状態情報を受信するまでこの処理を繰り返す（Ｓ２６）。
【００６５】
　警備装置２は、携帯端末５から状態情報（現状態）を受信すると（Ｓ２７）、その状態
情報に基づいて、その対処員の現状態が到着（監視区域に所在している）であるか否かを
判断する（Ｓ２８）。対処員が監視区域に所在している場合には、異常を検知した防犯セ
ンサ７の設置位置を携帯端末５へ送信することを許可（送信禁止を解除）して（Ｓ２９）
、例えば、警備装置２をＷＥＢサーバとして機能させ、ＷＥＢサーバ上の異常対処の支援
ページへの携帯端末５からのアクセスを許可する（Ｓ３０）。そして、そのＷＥＢサーバ
上の異常対処の支援ページに、現在の検知位置を識別可能な図面画像を最新フレームとし
た動画情報（ストリーミング映像）を配信する（Ｓ３１）。
【００６６】
　その後、警備装置２は、対処員の現状態に変化があるか、すなわち、監視区域に所在し
ていないに変化したか否かを判断するとともに（Ｓ３２）、異常が復旧したか、すなわち
、警備装置２の警備モードが警備セットモードから警備解除モードに設定されたか否かを
判断する（Ｓ３３）。そして、対処員の現状態に変化があった場合には、異常を検知した
防犯センサ７の設置位置を携帯端末５へ送信することを禁止する（Ｓ３４）。また、対処
員の現状態に変化がない場合でも、異常が復旧した場合には、異常を検知した防犯センサ
７の設置位置を携帯端末５へ送信することを禁止する（Ｓ３４）。
【００６７】
　このような警備装置２によっても、対処員が監視区域に所在していることを条件に、異
常を検知した防犯センサ７の設置位置の情報が対処員の携帯端末５に送信される。これに
より、対処員の状態（監視区域に所在しているか否か）に応じた適切なタイミングで情報
送信が可能になる。現場外で情報送信することによる情報が外部に漏えいするのを防止で
きるとともに、適切なタイミングで対処員に情報開示でき、対処員の身の安全を確保する
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【産業上の利用可能性】
【００６８】
　以上のように、本発明にかかる警備業務支援システムは、監視区域の異常に対処する利
用者に、その異常についての情報を適切なタイミングで送信することができるという効果
を有し、施設や邸宅の警備等に用いられ、有用である。
【符号の説明】
【００６９】
　１　警備業務支援システム
　２　警備装置
　３　センタ装置
　４　ネットワーク
　５　携帯端末
　６　基地局
　７　防犯センサ
　２０　操作部
　２１　通信部
　２２　表示部
　２３　入出力部
　２４　記憶部
　２５　制御部
　２５０　モード設定部
　２５１　検知信号受信部
　２５２　異常判定部
　２５３　異常信号送信部
　２５４　状態情報受信部
　２５５　位置特定部
　２５６　所在判断部
　２５７　送信制御部
　２５８　動画情報生成部
　３０　通信部
　３１　表示部
　３２　操作部
　３３　記憶部
　３４　制御部
　３４０　異常信号受信部
　３４１　状態情報受信部
　３４２　位置特定部
　３４３　所在判断部
　３４４　送信制御部
　３４５　動画情報生成部
　５０　通信部
　５１　タッチパネル
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